
電子申請手続きページ 

令和８年度登米市会計年度任用職員任用希望者募集要項 
  

登米市会計年度任用職員任用希望者を募集します。 

 任用者は、任用希望者として登録された方の中から選考（書類審査及び面接）を行い、決定します。 

ただし、任用する人員には限りがあり、登録期間内に任用や連絡がないこともあります。面接案内者については、

登録申請書を基に書類選考を行い決定しますので、あらかじめご了承ください。 

 

１ 全職種共通事項 

任用期間 １会計年度内となります。（令和８年度の場合、最長で令和９年３月31日まで） 

勤務条件 ① 勤務時間・勤務日・休日 

週の勤務時間は、それぞれの職種に応じて、基本的には月曜日から金曜日までの午前８時30分から  

午後５時15分までの範囲内で１日の勤務時間が割り振られますが、職種によっては、早番・遅番などの  

シフト勤務や土日・祝日勤務がある場合もあります。 

休日については、週休日は週に２日以上となり、職種ごとに設定されます。その他、年末年始（12月29

日～翌年１月３日）と国民の祝日に関する法律に規定する日が休日となります。 

勤務時間・勤務日については職種ごとに異なりますので、別表をご覧ください。 

② 休暇 

休暇について、年次有給休暇が付与されるほか、特別休暇として有給休暇である忌引休暇、結婚休暇、

夏季休暇、産前・産後休暇、病気休暇(日数制限有)等、無給休暇として病気休暇、看護休暇、介護休暇等

が取得できます。また、要件を満たせば育児休業を取得することもできます。 

③ 勤務場所 

 別表でご確認ください。 

給  与 ① 報酬（給料） 

報酬（給料）は、月額、日額または時間額で支給されます。（別表の支給区分をご確認ください。） 

報酬（給料）の額は、常勤職員の給料月額を定める給料表の１級１号俸を基礎に、職種、業務内容、勤

務形態等に応じて、経験年数（最大２～６年まで）を加算して決定します。 

なお、週の勤務時間が定められている職種は月額、週の勤務時間が変動する職種は時間額での支給と

なります。 

※職種ごとの報酬（給料）は別表をご覧ください。 

※人事院勧告に伴う給与改定や最低賃金の改定により、給与額等が変わる場合があります。 

② 手当等 

・期末・勤勉手当  基本的に、任用期間が６か月以上で、週の勤務時間が算定期間を平均して15時間

30分以上となる職員には６月期と12月期に常勤職員の例により期末・勤勉手当が

支給されます。 

 ・通勤手当  通勤に係る経費について、通勤手当または費用弁償として支給されます。 

・そ の 他  時間外勤務または休日勤務が発生した場合には、その勤務に応じ、報酬に加算または

手当が支給されます。 

※法改正に伴う条例改正があった場合は、上記以外の手当も支給されます。 

③ 支払日  

報酬（給料）が月額の場合 当月の21日払い、 

 報酬（給料）が日額・時間額の場合 翌月の10日払い 

 ※いずれの場合も、支払日が土日・祝日となる場合は、直前の金融機関営業日に支払い。 

社会保険

等 

社会保険（共済保険、厚生年金保険）、雇用保険 

勤務条件が地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法及び雇用保険法等の基準を満たす場合、それぞ

れの保険に加入していただきます。（基準を満たさない場合は、加入しないものがあります。） 

 

２  登録期間 

登録の有効期間は登録申請書を受理した日から令和９年３月31日までとします。 

なお、登録後就職等により登録を取り消したい場合は、電話等でご連絡願います。 

 

３  登録方法 

   次のいずれかの方法により申請してください。 

  （１）電子申請 

   パソコンやスマートフォンで下記の電子申請手続きページの登録申請書入力フォーム

に必要事項を入力し、本人の写真や必要資格に係る免許状などのデータ（写真、ＰＤＦ等）

を添付の上申請をお願いします。 

◆電子申請手続きページ: https://logoform.jp/f/4RTTo 

https://logoform.jp/f/4RTTo


市ホームページ 

（２）郵送又は持参 

登録申請書を市ホームページからダウンロードいただくか、各総合支所又は人事課窓口

から受け取り、必要事項を記入し、本人の写真や必要資格に係る免許状などの写しを添付

の上、下記提出先まで郵送又は持参してください。 

     ◆市ホームページ（職員採用情報ページ） 

https://www.city.tome.miyagi.jp/iryokanri/shisejoho/shokuinsaiyo/syokuinsaiyou/index.html 

 

４  申請受付期間 

 第１次募集・・・令和７年12月１日（月）から令和７年12月26日（金）まで 

         ※郵送の場合は、令和７年12月26日（金）当日消印有効 

 第２次募集・・・令和８年１月５日（月）から随時受け付けます。 

※ 令和８年４月１日からの任用者の選考については、原則、第１次募集登録者の中から行います。（４月 

以降も、必要に応じて随時選考を行います。） 

 

５  任用者の決定 

各担当部署において、登録された方の中から任用候補者を決定し、選考（面接等）を行ったうえで、任用者を決

定します。 

なお、下記のいずれかに該当する方は、選考を受けることができません。 

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

 (2) 登米市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

 (3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は

これに加入した者 

 

６  登録申請書の提出および問い合わせ先 

  登米市総務部人事課  〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江２丁目６番地１  電話 0220－22－2145（直通） 

  ※登米市医療局での任用希望者の方は、登米市医療局経営管理部経営管理課に提出してください。 

  ※登米市役所と登米市医療局のどちらにも任用希望がある場合には、登米市総務部人事課に提出してください。 

 

別表（月額で報酬（給料）を定める職種）※勤務日数、勤務時間及び報酬・給料は任用課の必要に応じて変動します。 

【令和８年２月６日時点】 

職種 

必要資格 
※取得見込の場合、令和8年 

4月1日までに取得できない場

合は任用取消しとなります。 

業務内容 

標準的な勤務時間等 
①週の勤務時間 

②週の勤務日数(1日の勤務時間) 

③勤務場所 

報酬(給料） 
支給区分 

基準額 

  ～上限額 
(経験年数上限) 

保育士 

（保育教諭） 

保育士資格 保育所での乳幼児への保育業務、

または認定こども園での乳幼児

への教育及び保育業務 

①35時間 

②週5日(7時間/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土曜日勤務有) 

③保育所または認定こども園 

月額 

186,696円 

～218,580円 

※職種名については、保育所に勤務する場合は「保育士」、 

認定こども園に勤務する場合は「保育教諭」となります。 

幼稚園講師 教員免許(幼稚園教諭) 幼稚園での園児への教育指導業

務 

※夏休み期間中は他の幼稚園や

放課後児童ｸﾗﾌﾞに従事する場合

があります。 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(園によっては土曜日

勤務有) 

③幼稚園 

月額 

153,358円 

～179,548円 

児童館・子育て

支援指導員 

保育士資格、社会福祉士、

教員免許、放課後児童支

援員 等 

児童館等での児童への遊び等指

導、育児指導、相談業務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土曜日勤務有) 

③児童館、子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童

ｸﾗﾌﾞ実施場所 

月額 

153,358円 

～179,548円 

栄養士 栄養士免許 総合支所での栄養指導等業務、保

育所・学校給食ｾﾝﾀｰでの栄養管理

業務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③総合支所、福祉事務所子育て支

援課、学校給食ｾﾝﾀｰ 

月額 

153,358円 

～179,548円 

養護教諭補助

員 

教員免許(養護教諭) 養護教諭の補助(児童、生徒等の

心身の健康管理業務) 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③小・中学校 

月額 

153,358円 

～179,548円 

https://www.city.tome.miyagi.jp/iryokanri/shisejoho/shokuinsaiyo/syokuinsaiyou/index.html


職種 

必要資格 
※取得見込の場合、令和8年 

4月1日までに取得できない  

場合は任用取消しとなります。 

業務内容 

標準的な勤務時間等 

①週の勤務時間 

②週の勤務日数(1日の勤務時間) 

③勤務場所 

報酬(給料） 
支給区分 

基準額 

  ～上限額 
(経験年数上限) 

図書館司書 図書館司書 図書館利用者への本の貸出・返

却・整理、レファレンス、事業実

施等 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土・日曜日勤務有) 

③図書館、中田生涯学習ｾﾝﾀｰ 

月額 

154,691円 

～181,109円 

手話通訳相談

員 

手話通訳士または手話通

訳者の認定を受けている

方 

聴覚障害者への手話通訳相談業

務、手話講座業務 

①23時間15分 

②週3日(7時間45分/日) 

③福祉事務所生活福祉課 

月額 

124,020円 

～145,200円 

障害者地域活

動支援ｾﾝﾀｰ指

導員 

精神保健福祉士、ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ

2級以上または障がい福祉

に関する業務経験のある方 

障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰでの生

活訓練指導、作業指導、自立指導、

書類整備等 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰ 

月額 

154,691円 

～181,109円 

消費生活相談

員 

消費生活相談員資格試験合

格者または同等以上の専門

的な知識・経験を有する方 

消費生活相談窓口における相談

対応、被害の未然防止に係る啓発

活動業務 

①28時間 

②週4日(7時間/日) 

③市民生活部市民生活課 

月額 

149,357円 

～174,864円 

保健師 保健師資格 健康推進などに関する業務（育児

休業等代替としての任用） 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③市民生活部健康推進課等 

月額 

162,780円 

～184,890円 

障害支援区分

認定調査員 

保健師、正看護師、介護支

援専門員、介護福祉士、社

会福祉士、精神保健福祉士

の資格を有し、業務経験の

ある方 

障害支援区分認定調査に関する

業務 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③福祉事務所生活福祉課 

月額 

164,196円 

～186,498円 

介護認定調査

員 

保健師、正看護師、理学療

法士、介護支援専門員、介

護福祉士、社会福祉士、介

護職員初任者研修課程修了

以上（旧ヘルパー二級相当）

のいずれかの資格を有し、

かつ5年以上の介護実務経

験がある方 

介護保険要介護（要支援）認定調

査に関する業務、認定調査票の内

容確認等 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③福祉事務所長寿介護課 

月額 

164,196円 

～186,498円 

家庭児童相談

員 

児童福祉、社会福祉、児童

心理学等の課程を修めた

方 

家庭児童福祉に関する相談業務 ①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③福祉事務所子育て支援課 

月額 

162,780円 

～184,890円 

地域林政アド

バイザー 

森林総合管理士、林業普及

指導員、技術士（林業部門）、

林業技士、認定森林施業プ

ランナーのいずれか。また

は、登米地域に精通し林野

庁が実施する研修（準ずる

研修）を受講する者 

森林経営管理制度に関する業務

を主体的に（企画・立案を含め

て）実施する。その他、林業振

興全般に対する指導・助言・実

施 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③産業経済部農林振興課 

月額 

164,196円 

～186,498円 

心のｹｱ学習ｻﾎﾟ

ｰﾀｰ 

教員免許 不登校児童生徒及びその保護者

に対する教育相談、生活指導、学

習指導等 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③心のｹｱﾊｳｽ(中田生涯学習ｾﾝﾀｰ) 

月額 

164,196円 

～186,498円 

けやき教室学

習ｻﾎﾟｰﾀｰ 
教員免許 適応指導教室における小・中学

校の長期不登校児童生徒に対す

る学習指導等 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③けやき教室(中田生涯学習ｾﾝﾀｰ) 

月額 

162,780円 

～184,890円 

学芸員 学芸員 歴史博物館における資料の調

査・収集及び展示活動、教育普

及、レファレンス等の業務 

①31時間 

②週4日(7時間45分/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土・日曜日勤務有) 

③歴史博物館 

月額 

175,520円 

～199,360円 

埋蔵文化財包蔵地の現地調査、

工事立会業務及び発掘調査等 

①31時間 

②週4日(7時間45分/日) 

③教育委員会教育部文化財文化

振興課 

登米懐古館における資料の調

査・収集及び展示活動、教育普

及、レファレンス等の業務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土・日曜日勤務有) 

③登米懐古館 

月額 

162,780円 

～184,890円 



職種 

必要資格 
※取得見込の場合、令和8年 

4月1日までに取得できない場

合は任用取消しとなります。 

業務内容 

標準的な勤務時間等 

①週の勤務時間 

②週の勤務日数(1日の勤務時間) 

③勤務場所 

報酬(給料） 
支給区分 

基準額 

  ～上限額 

(経験年数上限) 

徴収嘱託員 資格不要 市税、使用料等の訪問徴収、電話

催告、窓口納付対応業務、各種調

査に関する業務 

①29時間 

②週4日(7時間15分/日) 

③総務部税務課、建設部住宅都市

整備課、教育委員会教育部教育

総務課 

月額 

149,901円 

～173,625円 

ﾚｾﾌﾟﾄ点検員 資格不要 ﾚｾﾌﾟﾄ（診療報酬明細書）点検業

務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③市民生活部国保年金課 

月額 

148,609円 

～172,129円 

生活保護就労

支援員 

資格不要 被保護者の就労相談、求職活動お

よび職場定着支援等の業務 

①26時間 

②週4日(6時間30分/日) 

③福祉事務所生活福祉課 

月額 

134,394円 

～155,664円 

学習支援員 資格不要 支援や配慮が必要な児童・生徒等

の学習活動や学校生活の支援 

※休業期間中は放課後児童ｸﾗﾌﾞ

に従事する場合があります。 

①35時間 

②週5日(7時間/日) 

③小・中学校 

 

月額 

180,916円 

～209,548円 

社会教育指導

員 

 

資格不要 社会教育事業の実施、協働教育地

区ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの連絡調整、指導、

学校との調整業務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③教育委員会教育部生涯学習課 

月額 

148,609円 

～172,129円 

協働教育地区ｺ

ｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

資格不要 学校・地域教育力向上対策事業に

係る学校やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等との調整、

事業実施等 

①23時間 

②週4日(5時間45分/日) 

③教育事務所(総合支所内) 

月額 

118,887円 

～137,703円 

一般事務員 資格不要 一般行政事務を担当し、相談業務

や窓口業務等に従事します。 

①28時間45分～29時間 

※教育委員会では31時間～35

時間 

②週5日(5時間45分/日)または 

週4日(7時間15分/日) 

※教育委員会では 

週5日(7時間/日)または 

週4日(7時間45分/日) 

③総務部税務課、教育委員会等 

月額 

148,609円 

～209,548円 

保育士補助員 資格不要 保育等業務の補助・準備及び片付

け等 

※幼稚園任用の場合、夏休み期間

中に他の幼稚園や放課後児童ｸﾗ

ﾌﾞに従事する場合があります。 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日)※ｼﾌﾄ制 

(園によっては土曜日勤務有) 

③保育所、認定こども園または幼

稚園 

月額 

147,051円 

～156,919円 

児童館・子育て

支援準指導員 

資格不要 児童館・子育て支援指導員の補助

業務 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日)※ｼﾌﾄ制 

③児童館、子育て支援ｾﾝﾀｰ、児童

ｸﾗﾌﾞ実施場所 

月額 

147,051円 

～156,919円 

用務員 資格不要 学校で環境の整備や文書送達受

領等連絡などの用務に従事 

①28時間45分 

②週5日(5時間45分/日) 

③小・中学校 

月額 

147,051円 

～156,919円 

事務補助員 資格不要 一般行政事務の補助業務（ﾃﾞｰﾀ入

力作業、発送作業、受付、資料収

集・作成・整理等に係る事務補助） 

①28時間45分～29時間 

 ※教育委員会では28時間45分

～30時間 

②週5日(5時間45分/日) 

週4日(7時間15分/日) 

※教育委員会では週5日(5時

間45分/日)または週5日(6時

間/日) 

③迫庁舎、中田庁舎、南方庁舎等 

月額 

147,051円 

～163,741円 



職種 

必要資格 
※取得見込の場合、令和8年 

4月1日までに取得できない場

合は任用取消しとなります。 

業務内容 

標準的な勤務時間等 

①週の勤務時間 

②週の勤務日数(1日の勤務時間) 

③勤務場所 

報酬(給料） 
支給区分 

基準額 

  ～上限額 

(経験年数上限) 

業務補助員 資格不要 庁舎間の文書集配業務、道路ﾒﾝﾃ

ﾅﾝｽ業務、市営住宅の施設管理・

修繕業務の補助 

※農政課での業務は、汚染稲わら

の放射線測定、保管庫の巡視等と

なります。 

①28時間45分～29時間 

 ※農政課では31時間 

②週5日(5時間45分/日)または 

週4日(7時間15分/日) 

※農政課では週4日 

  (7時間45分/日) 

③総務部総務課、産業経済部農政

課、建設部建設総務課、住宅都

市整備課 等 

月額 

147,051円 

～169,200円 

事務補助員（障

がい者） 

資格不要 一般行政事務の補助業務（ﾃﾞｰﾀ入

力作業、発送作業、受付、資料収

集・作成・整理等に係る事務補助） 

①28時間45分～30時間 

②週5日(5時間45分/日)、 

 週4日(7時間15分/日)または 

 週5日(6時間/日) 

③市内施設等 

月額 

147,051円 

～163,741円 

業務補助員（障

がい者） 
資格不要 施設管理業務の補助 ①28時間45分～30時間 

②週5日(5時間45分/日) 

 週4日(7時間15分/日)または 

 週5日(6時間/日) 

③市内施設等 

月額 

147,051円 

～163,741円 

※週の勤務時間については、勤務場所によって表内の時間と異なる場合があります。 

※育児休業等の常勤職員の代替として任用される場合など、勤務時間が変更となる場合があります。 

 

別表（時間額で報酬（給料）を定める職種） 

職種 

必要資格 
※取得見込の場合、令和8年 

4月1日までに取得できない場

合は任用取消しとなります。 

業務内容 

標準的な勤務時間等 

①週の勤務時間 

②週の勤務日数(1日の勤務時間) 

③勤務場所 

報酬(給料） 
支給区分 

基準額 

  ～上限額 
(経験年数上限) 

運転業務員 大型自動車免許 乗合自動車の運転業務 ①29時間以内 

②週5日以内(7時間45分以内/日) 

※運転業務が発生した場合のみ   

の勤務となります。 

③総合支所 

時間額 

1,440円 

調理員 資格不要 給食業務（調理・配膳・片付け・

清掃） 

①29時間以内 

②週5日以内(6時間以内/日) 

 ※ｼﾌﾄ制(土曜日勤務有) 

③保育所または認定こども園 

時間額 

1,278円 

～1,364円 

業務補助員 資格不要 施設等管理業務の補助 

 

①29時間以内 

②週5日以内(7時間45分以内/日) 

③市内施設等 

時間額 

1,278円 

～1,364円 

■登米市医療局の募集職種の情報については、登米市医療局に御確認ください。 

 


